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「すべての女性が輝く政策パッケージ」（抜粋） 
 

平成 26 年 10 月 10 日 

すべての女性が輝く社会づくり本部決定 

 

 すべての女性が輝く社会をつくる。これは、安倍内閣の最重要課題である。 

 女性は社会のあらゆる分野で重要な役割を担っている。「すべての女性が輝く社会」

とは、各々の希望に応じ、女性が、職場においても、家庭や地域においても、個性と

能力を十分に発揮し、輝くことができる社会である。 

 

 女性が輝くことは、暮らしやすい社会、活力のある社会をつくることにつながる。

子育てがしやすい、安心して介護ができる、ライフステージに応じた柔軟な働き方が

できる、家庭や地域に十分関わることができる、安心・安全な生活ができるなど、女

性の視点から見て暮らしやすい社会の制度や仕組みをつくることは、同時に、女性も

男性もともに輝く社会、ひいては、妊婦、子ども、若者、高齢者、障害のある方、ひ

とり親として世帯を支えている方など、すべての人にとって暮らしやすい社会をつく

ることでもある。 

このような社会づくりは、女性だけでなく、男性の課題でもある。職場や家庭にお

いて、男性の主体的・積極的な関わりが欠かせない。 

 

我が国最大の潜在力である「女性の力」を最大限発揮できるようにすることは、企

業の活動、行政、地域などの現場に多様な価値観や新しい視点、創意工夫をもたら

す。さらには、自然災害の多い我が国で、防災・復興において女性の視点がより活か

されることは、国全体の活力や地域の安全・安心にもつながる。 

 

これまで、仕事と子育ての両立を支援することをはじめ様々な取組を推進してきた

ところであるが、今、求められているのは更なる社会変革である。すべての女性が輝

く社会をつくるという我が国の取組が、ひいては世界の女性の地位向上にも資すると

いう視野と決意をもって、敢然と取り組む必要がある。 

 

このため、今般、当本部において、来年春頃までに早急に実施すべき施策を「すべ

ての女性が輝く政策パッケージ」（以下「政策パッケージ」という。）として取りまと

めた。ここに掲げる政策について、できるものから着手し、必要な法的措置も含めて

速やかに進めていく。 

今後は、中長期的な視点から男女共同参画基本計画に基づく総合的な施策を着実に

進めるとともに、政府一体となって女性が輝くための施策をさらに充実させ、強力に

推進していく。 

 

以下の施策を進めるとともに、すべての女性が輝くためには、女性の「暮らしの

質」を高めることが重要である。女性が安全で快適に過ごせる空間づくりや、誰もが

利用しやすい交通手段などは、すべての人にとって暮らしやすい社会の基盤である。

さらには、誰もが心ない言葉などで傷つけられることがなく、生き方を尊重されるよ
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うな社会づくりが必要である。女性の視点からみた日々の暮らしの悩みや不便などを

解決するための方策について、すべての女性が輝く社会づくり本部において、今後具

体的な検討を進め、逐次、できるものから実施する。 

 

政策パッケージの考え方 

 

女性の置かれている状況は様々であり、直面している課題も多岐にわたる。例え

ば、 

・組織の中で「ガラスの天井1」を感じている女性 

・出産・子育て・介護において、精神的・経済的な悩みをかかえる女性、仕事

との両立に苦労している女性 

・正社員として働きたいが機会に恵まれず非正規雇用で働いている女性 

・ひとり親として世帯を支えている女性 

・ストーカー、配偶者等からの暴力、セクハラの被害に苦しんでいる女性 

 がいる。 

これらの女性の希望に応えるため、まずは、女性の職業生活における活躍を推進

するための法案を臨時国会に提出し、さらに、家事・子育てなどの経験を活かした

再就職支援を含む「女性のチャレンジ応援プラン」の策定、正社員転換を促進する

取組を含む「働く女性の処遇改善プラン」の策定、建設業、トラック業界など女性

の参画が少ない分野での就業支援（ドボジョ、トラガール支援）をはじめとする以

下に掲げた政策により、すべての女性が日々の暮らしに生きがいや充実感をもって

家庭・地域・職場で輝くことができる社会の実現を目指す。 

ぐるみの取組を支援する。【平成 26 年度内に実施】 

                                                  
1  企業等において、昇進に値する人材が性別などを理由に昇進できないような状態にあること

を、キャリアアップを阻む“見えない天井”になぞらえた比喩。 


